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(57)【要約】
　厚みが３００μｍ以下であるフレキシブルガラスシー
トを含む第１基板層と、第２基板層と、第１基板層の第
１面および第２基板層の第２面に結合した焼結ガラスフ
リット材層とを含む、強化積層ガラス構造体において、
焼結ガラスフリット材層は、フレキシブルガラスシート
の厚み方向に少なくとも約１００ＭＰａの圧縮応力を付
与する、第１および第２面に結合した焼結ガラスフリッ
トを含む、強化積層ガラス構造体。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　厚みが３００μｍ以下であるフレキシブルガラスシートを含む第１基板層と、
　第２基板層と、
　前記第１基板層の第１面および前記第２基板層の第２面に結合した焼結ガラスフリット
材層と
を含む強化積層ガラス構造体において、前記焼結ガラスフリット材層は、前記フレキシブ
ルガラスシートの厚み方向に少なくとも約１００ＭＰａの圧縮応力を付与する、前記第１
および第２面に結合した焼結ガラスフリットを含むことを特徴とする、強化積層ガラス構
造体。
【請求項２】
　前記焼結ガラスフリット材層の厚みが２５μｍ～１２５μｍであることを特徴とする、
請求項１に記載の強化積層ガラス構造体。
【請求項３】
　前記フレキシブルガラスシートが化学強化されたガラスシートであることを特徴とする
、請求項１または２に記載の強化積層ガラス構造体。
【請求項４】
　強化積層ガラス構造体の総厚が３００μｍ以下であることを特徴とする、請求項１～３
のいずれか一項に記載の強化積層ガラス構造体。
【請求項５】
　強化積層ガラス構造体の形成方法において、
　厚みが３００μｍ以下であるフレキシブルガラスシートを含む第１基板層を提供するス
テップと、
　前記フレキシブルガラスシートの表面にガラスフリット材の層を適用し、積層ガラス構
造体を形成するステップと、
　冷却によって前記フレキシブルガラスシートの厚み方向に少なくとも１００ＭＰａの圧
縮応力が導入されるように、前記ガラスフリット材を、前記ガラスフリット材を焼結する
のに十分な温度に加熱するステップと
を有してなることを特徴とする、方法。
【請求項６】
　前記積層ガラス構造体に第２基板層を提供するステップをさらに含むことを特徴とする
、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ガラスフリット材のＣＴＥが前記フレキシブルガラスシートのＣＴＥの２倍以上で
あることを特徴とする、請求項５または６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ガラスフリット材のＣＴＥ値が前記フレキシブルガラスシートのＣＴＥ値を少なく
とも３ｐｐｍ／℃上回ることを特徴とする、請求項５～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記ガラスフリット材の材料が傾斜組成を有することを特徴とする、請求項５～８のい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記焼結ガラスフリット材層が、散乱要素を含むかまたは紫外光吸収性を有することを
特徴とする、請求項５～９のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、２０１３年２月２１日に出願された米国仮特許出願第６１／７６７３８２号
明細書に基づく優先権の利益を主張するものであり、その内容に依拠し、その全内容を本
明細書に援用する。
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【技術分野】
【０００２】
　本開示は、積層ガラス構造体に関し、より詳細には、強化された／耐傷性および耐衝撃
性を有するガラス積層構造体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　積層ガラス構造体は、様々な機器、自動車部品、建築構造または電子デバイスの製作に
おける部品として使用することができる。例えば、積層ガラス構造体は、冷蔵庫、装飾用
ガラス（ｄｅｃｏｒａｔｉｖｅ　ｇｌａｚｉｎｇ）、テレビ等の様々な最終製品にカバー
ガラスとして組み込むこともできるし、あるいはスマート・インタラクティブ・ディスプ
レイ（ｓｍａｒｔ　ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　ｄｉｓｐｌａｙ）に内蔵されるタッチパネ
ル用積層体（ｔｏｕｃｈ　ｌａｍｉｎａｔｅ）として組み込むこともできる。しかしなが
ら、積層ガラス構造体が利用できる用途は、その強度および耐衝撃性によって限定されて
いる。さらに、一部の電子機器においては、特殊な形状を有する積層ガラス構造体、例え
ば、湾曲しているか、付形されているか、面取りされているか（ｂｅｖｅｌｅｄ）、傾斜
面を有するか（ｂｅｚｅｌｅｄ）、または他の何らかの外形に合わせた輪郭を有する積層
ガラスシートが必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、強化および／または耐衝撃性積層ガラス構造体を形成するための装置およ
び方法が必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　フレキシブルガラスの機械的信頼性および耐衝撃性を改善するための一技法は、２枚の
フレキシブルガラスシートの間に、または１枚のフレキシブルガラスシートと他の基板と
の間に、焼結材料の層を介在させることである。フレキシブルガラスは、３００マイクロ
メートル以下の厚み（これらに限定されるものではないが、３００、２７５、２５０、２
２５、２００、１９０、１８０、１７０、１６０、１５０、１４０、１３０、１２０、１
１０、１００、９０、８０、７０、６０、５０、４０、３０、２０または１０マイクロメ
ートルが挙げられる）を有することができるガラスである。積層ガラス構造体の機械強度
および耐衝撃性に関する要件に加えて、意図された用途の範囲内で予想される曲げ応力お
よび積層ガラス構造体から得ようとする効果に応じて、本明細書に開示した概念に従い様
々な機械的要件に適合するように積層ガラス構造体を設計することができる。適切に使用
された場合、積層ガラス構造体は、非積層化フレキシブルガラスと比較して、改善された
機械的信頼性および耐衝撃性を提供することができる。積層ガラス構造体の耐衝撃性は、
例えば、鋼球落下試験の結果または圧縮応力解析により定めることができる。
【０００６】
　以下の詳細な説明にさらなる特徴および利点を記載するが、その一部は、記載内容から
当業者に容易に理解されるか、あるいは発明の詳細な説明および添付の図面に例示する開
示内容を実施することによって認識されるであろう。前述の一般的な説明および後述する
詳細な説明はいずれも、本開示の単なる例示であって、特許請求される本開示の性質およ
び特徴を理解するための概要または構成を提供することを企図するものであることを理解
すべきである。
【０００７】
　添付の図面は、本開示の原理をさらに理解するために含まれており、本明細書に組み込
まれ、本明細書の一部を構成する。図面は１つ以上の実施形態を例示しており、記載内容
と一緒になって、本開示の原理および作用の一例を説明する役割を果たす。本明細書およ
び図面に開示されている本開示の様々な特徴は任意のあらゆる組合せで用いることができ
ることを理解すべきである。非限定的な例として、本開示の様々な特徴を以下に示す態様



(4) JP 2016-513065 A 2016.5.12

10

20

30

40

50

に従い互いに組み合わせることができる。
【０００８】
　第１の態様によれば、
　厚みが≦３００μｍであるフレキシブルガラスシートを含む第１基板層と、
　第２基板層と、
　第１基板層の第１面および第２基板層の第２面に結合した焼結ガラスフリット材層と
を含む強化積層ガラス構造体であって、焼結ガラスフリット材層は、フレキシブルガラス
シートの厚み方向に少なくとも約１００ＭＰａの圧縮応力を付与する、第１および第２面
に結合した焼結ガラスフリットを含む、強化積層ガラス構造体が提供される。
【０００９】
　第２の態様によれば、フレキシブルガラスシートの厚みが≦２００μｍである、第１の
態様の強化積層ガラス構造体が提供される。
【００１０】
　第３の態様によれば、フレキシブルガラスシートの厚みが≦１００μｍである、第１の
態様の強化積層ガラス構造体が提供される。
【００１１】
　第４の態様によれば、第２基板層が、銅、金属、ガラスまたは金属合金のうちの１種か
ら構成される、第１～３の態様のいずれかの強化積層ガラス構造体が提供される。
【００１２】
　第５の態様によれば、焼結ガラスフリット材層の厚みが２５μｍ～１２５μｍである、
第１～４の態様のいずれか１態様による強化積層ガラス構造体が提供される。
【００１３】
　第６の態様によれば、フレキシブルガラスシートが化学強化されたガラスシートである
、第１～５の態様のいずれかの強化積層ガラス構造体が提供される。
【００１４】
　第７の態様によれば、強化積層ガラス構造体がイオン交換プロセスに付される、第１～
６の態様のいずれかの強化積層ガラス構造体が提供される。
【００１５】
　第８の態様によれば、厚みが３００μｍ以下である、第１～７の態様のいずれかの強化
積層ガラス構造体が提供される。
【００１６】
　第９の態様によれば、第２および第３焼結ガラスフリット材層をさらに含む、第１～８
の態様のいずれかの強化積層ガラス構造体が提供される。
【００１７】
　第１０の態様によれば、圧縮応力が≧１８０ＭＰａである、第１～９の態様のいずれか
の強化積層ガラス構造体が提供される。
【００１８】
　第１１の態様によれば、積層後の強化積層ガラス構造体がイオン交換プロセスに付され
る、第１～１０のいずれかの強化積層ガラス構造体が提供される。
【００１９】
　第１２の態様によれば、強化積層ガラス構造体の形成方法において：
　厚みが≦３００μｍであるフレキシブルガラスシートを含む第１基板層を提供するステ
ップと、
　このフレキシブルガラスシートの表面にガラスフリット材の層を適用し、積層ガラス構
造体を形成するステップと、
　冷却によってフレキシブルガラスシートの厚み方向に少なくとも１００ＭＰａの圧縮応
力が導入されるように、このガラスフリット材を、ガラスフリット材を焼結するのに十分
な温度に加熱するステップと
を有してなる方法が提供される。
【００２０】
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　第１３の態様によれば、ガラスフリット材がガラスフリットテープである、第１２の態
様の強化積層ガラス構造体の形成方法が提供される。
【００２１】
　第１４の態様によれば、積層ガラス構造体に第２基板層を提供するステップをさらに含
む、第１２または１３の態様のいずれかの強化積層ガラス構造体の形成方法が提供される
。
【００２２】
　第１５の態様によれば、第２基板層が、銅、金属、ガラスまたは金属合金のうちの１種
から構成される、第１４の態様の強化積層ガラス構造体の形成方法が提供される。
【００２３】
　第１６の態様によれば、圧縮応力が≧１８０ＭＰａである、第１２～１５の態様のいず
れかの強化積層ガラス構造体の形成方法が提供される。
【００２４】
　第１７の態様によれば、フレキシブルガラスシートの厚みが≦２００μｍである、第１
２～１６の態様のいずれかの強化積層ガラス構造体の形成方法が提供される。
【００２５】
　第１８の態様によれば、ガラスフリット材のＣＴＥがフレキシブルガラスシートのＣＴ
Ｅの２倍以上である、第１２～１７の態様のいずれかの強化積層ガラス構造体の形成方法
が提供される。
【００２６】
　第１９の態様によれば、ガラスフリット材のＣＴＥの値が３ｐｐｍ／℃～１０ｐｐｍ／
℃である、第１２～１８の態様のいずれかの強化積層ガラス構造体の形成方法が提供され
る。
【００２７】
　第２０の態様によれば、ガラスフリット材のＣＴＥの値がフレキシブルガラスシートの
ＣＴＥの値を少なくとも３ｐｐｍ／℃上回る、第１２～１９の態様のいずれかの強化積層
ガラス構造体の形成方法が提供される。
【００２８】
　第２１の態様によれば、前記ガラスフリット材が傾斜組成を有する、第１２～２０の態
様のいずれかの強化積層ガラス構造体の形成方法が提供される。
【００２９】
　第２２の態様によれば、焼結ガラスフリット材層が、散乱要素を含むかまたは紫外光吸
収性を有する、第１２～２１の態様のいずれかの強化積層ガラス構造体の形成方法が提供
される。
【００３０】
　本開示の上述のおよび他の特徴、態様および利点は、添付の図面を参照しながら以下に
示す本開示の詳細な説明を読むことによって一層理解される。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本開示の態様に従う対称積層ガラス構造体の一実施形態の横断面図を示すもので
ある。
【図２】本開示の態様に従う対称積層ガラス構造体の一実施形態の横断面図を示すもので
ある。
【図３】本開示の態様に従う非対称積層ガラス構造体の一実施形態の横断面図を示すもの
である。
【図４】本開示の態様に従う傾斜組成を有する焼結ガラスフリット材層を含む積層ガラス
構造体の他の実施形態の横断面図を示すものである。
【図５】本開示の態様に従う傾斜組成を有する焼結ガラスフリット材層を含む積層ガラス
構造体の他の実施形態の横断面図を示すものである。
【図６】本開示の態様に従う傾斜組成を有する焼結ガラスフリット材層を含む積層ガラス
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構造体の他の実施形態の横断面図を示すものである。
【図７】本開示の態様に従う複数の焼結ガラスフリット材層を含む対称積層ガラス構造体
の一実施形態の横断面図を示すものである。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下に示す詳細な説明においては、本開示の様々な原理を十分に理解するために具体的
な詳細を開示する例示的な実施形態について説明するが、これらは説明を目的とするもの
であって限定を目的とするものではない。しかしながら、本開示の利点を有したまま、本
明細書に開示した具体的な詳細とは異なる他の実施形態で本開示を実施することができる
ことは当業者に明らかであろう。さらに、本開示の様々な原理の説明が曖昧にならないよ
うに、公知の装置、方法および材料の説明を省略することができる。最後に、該当する場
合は、類似の参照番号は類似の構成要素を指すものとする。
【００３３】
　本明細書においては、範囲を、「約」を付したある具体的な値から、および／または「
約」を付した他の具体的な値までとして表すことができる。範囲をこのように表す場合、
他の実施形態は、当該ある具体的な値から、および／または当該他の具体的な値までを包
含する。同様に、先行詞「約」を用いることによって値を近似値で表す場合、その具体的
な値は他の実施形態を成すと理解されるであろう。各範囲の終点は、他の終点との関係と
いう意味でも、他の終点に対し独立しているという意味でも重要であることがさらに理解
されるであろう。
【００３４】
　本明細書において用いられる、方向を表す語、例えば、上方に（ｕｐ）、下方に（ｄｏ
ｗｎ）、右方に（ｒｉｇｈｔ）、左方に（ｌｅｆｔ）、前方に（ｆｒｏｎｔ）、後方に（
ｂａｃｋ）、最上部に（ｔｏｐ）、最下部に（ｂｏｔｔｏｍ）は、図面に描かれている図
を参照するために用いるのみであって、絶対的な配置を示唆することを意図するものでは
ない。
【００３５】
　特に明記しない限り、本明細書に記載するどの方法も、そのステップを特定の順序で実
施することが必要であると解釈されることを決して意図していない。したがって、方法ク
レームが、そのステップが従うべき順序を実際に列挙していない場合、または、それ以外
の形で、特許請求の範囲または明細書において、そのステップが特定の順序に限定される
ことを具体的に述べていな場合は、いかなる点においても順序を示唆することを決して意
図していない。このことは、ステップの順序または操作フローに関する論理の問題；文法
構造または句読点から導かれる一般的意味；本明細書に記載される実施形態の数または種
類等の、明示的な基準が記載されていない、あらゆる可能な場合における解釈にも当ては
まる。
【００３６】
　本明細書において用いられる単数形は、文脈上そうでないことが明示されていない限り
、複数の指示対象も包含する。したがって、例えば、１つの構成要素に言及する場合、文
脈上そうでないことが明示されていない限り、２つ以上のこの種の構成要素を有する態様
も包含される。
【００３７】
　ガラスは本来強度の高い材料であるが、その強度および機械的信頼性は、その表面欠陥
または傷の大きさの分布および密集度（ｆｌａｗ　ｓｉｚｅ　ｄｅｎｓｉｔｙ　ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｉｏｎ）ならびに材料が受ける応力の経時的な蓄積に応じて変化する。製品の
寿命までの全期間に亘って、積層ガラス構造体は様々な種類の静的および動的機械応力を
受ける可能性がある。本明細書に記載する実施形態は、全体として、フレキシブルガラス
シートに焼結されるフリット材を用いてフレキシブルガラスシートを強化した積層ガラス
構造体に関する。本明細書に述べる特定の実施例は、フリット材がガラスフリット材であ
る積層ガラス構造体に関する。ガラスフリット材とフレキシブルガラスシートとの間の熱
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膨張係数（ＣＴＥ）のミスマッチが比較的大きいことを利用して、ガラスフリット材をフ
レキシブルガラスシートに高温で焼結させた後、ゆっくりと冷却することによって、積層
ガラス構造体の耐衝撃性が改善される。このような高温手法を行うことにより、冷却後の
積層ガラス構造体に、フレキシブルガラスシートの厚み方向にほぼ均一に分布した残留圧
縮応力を生じさせることができる。
【実施例】
【００３８】
　強化焼結ガラス構造体
　図１、図２および図３を参照すると、例示的な強化焼結ガラス構造体１０および４０の
横断面図（本明細書においては積層ガラス構造体１０および４０とも称する）が示されて
いる。積層ガラス構造体は、フレキシブルガラス、フリット材（例えば、ガラスフリット
材）および／または基板（例えば、ガラス以外の材料）から形成することができる。さら
に、積層ガラス構造体は対称であっても非対称であってもよい。図１および図２に示す積
層ガラス構造体１０等の対称積層ガラス構造体は、積層ガラス構造体の中心面Ｃよりも下
側の層または層の一部と中心面Ｃよりも上側の層または層の一部とが鏡像を成すように形
成されている。図３に示す積層ガラス構造体４０等の非対称積層ガラス構造体は、中心面
Ｃに対しこのような鏡像を成していない。そうではなく、非対称積層ガラス構造体は、後
述するように、例えば、フレキシブルガラス層と、焼結フリット材層と、非ガラス基板ま
たは同一でないガラス等であってもよい基板層とを含むことができる。
【００３９】
　本明細書に記載する積層ガラス構造体において、フレキシブルガラスの厚みは、約０．
３ｍｍ以下とすることができ、これらに限定されるものではないが、例えば、約０．０１
～０．０５ｍｍ、約０．０５～０．１ｍｍ、約０．１～０．１５ｍｍ、約０．１５～０．
３ｍｍ、０．３、０．２７５、０．２５、０．２２５、０．２、０．１９、０．１８、０
．１７、０．１６、０．１５、０．１４、０．１３、０．１２、０．１１、０．１０、０
．０９、０．０８、０．０７、０．０６、０．０５、０．０４、０．０３、０．０２また
は０．０１ｍｍを挙げることができる。フレキシブルガラスは、ガラス、ガラスセラミッ
ク、セラミック材またはこれらの複合体から形成することができる。高品質フレキシブル
ガラスを形成する溶融プロセス（例えば、ダウンドロー法）は、フラットパネルディスプ
レイ等の様々な機器に用いることができる。溶融プロセスで製造されるガラスの表面は他
の方法により製造されるガラスと比較して平坦性および平滑性が非常に優れている。溶融
プロセスは米国特許第３，３３８，６９６号明細書および米国特許第３，６８２，６０９
号明細書に記載されている。他の好適なガラス形成方法としては、フロート法、アップド
ロー法およびスロットドロー法が挙げられる。さらに、フレキシブルガラスは、表面にＡ
ｇイオンを０超～０．０４７μｇ／ｃｍ２の範囲の含有量で含む化学組成を有するガラス
を用いることによって抗菌性を有することができ、これは米国特許出願公開第２０１２／
００３４４３５Ａ１号明細書にさらに詳細に記載されている。フレキシブルガラスはまた
、銀を含むグレーズでコーティングすることも、あるいはそれ以外の形で銀イオンを添加
することもでき、それによって所望の抗菌性を付与することができる。このことは米国特
許出願公開第２０１１／００８１５４２Ａ１号明細書にさらに詳細に記載されている。さ
らに、所望の抗菌効果を付与するために、フレキシブルガラスのモル組成を、５０％Ｓｉ
Ｏ２、２５％ＣａＯおよび２５％Ｎａ２Ｏとすることができる。
【００４０】
　フレキシブルガラスは、フリット材をフレキシブルガラスに焼結させることによりフレ
キシブルガラスに圧縮応力を導入することによって強化される。粉末、溶液またはテープ
形態とすることができるフリット材を、フレキシブルガラスの具体的な融点よりも低い温
度に加熱することによってフリット材を焼結させ、フリット材中の原子がフリット材粒子
の境界を超えて拡散し、フリット材が一体化することによって一つの固体となった焼結フ
リット材層が生成する。この焼結フリット材層は、ほぼ均一な多孔性を有することができ
、２種類の異種材料の間に結合を生成することができる。
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【００４１】
　最初に図１および２を参照すると、積層ガラス構造体１０は、全体として、対称積層ガ
ラス構造体と称され、第１フレキシブルガラス層１８および第２フレキシブルガラス層２
２を形成するフレキシブルガラスシート１２に加えて、第１および第２フレキシブルガラ
ス層１８、２２のフレキシブルガラスシート１２の間に挟持されている焼結ガラスフリッ
ト材層２０を形成するガラスフリット材１４を含み、焼結ガラスフリット材層２０はフレ
キシブルガラスシート１２に結合している。フレキシブルガラスシート１２の熱膨張係数
（ＣＴＥ）およびガラスフリット材１４のＣＴＥのミスマッチすなわち差に起因して、第
１および第２フレキシブルガラス層１８、２２のフレキシブルガラスシート１２の厚み方
向に圧縮応力が発生する。圧縮応力を強化することによってフレキシブルガラスの強度ま
たは耐衝撃性を向上することができる。ガラスフリット材１４のＣＴＥは、ガラスフリッ
ト材１４の組成を変化させることにより調整することができる。焼結ガラスフリット材層
２０は傾斜組成を有することもでき、横方向または縦方向に傾斜させることで、後述する
ように、フレキシブルガラスシート１２の圧縮応力をそれに応じて分布させることが可能
になる。これに加えて、フレキシブルガラスシート１２内に発生する圧縮応力は、同じく
本明細書に述べるが、フリット材層２０を焼結させるために積層ガラス構造体１０を加熱
する温度の影響も受ける可能性がある。
【００４２】
　積層ガラス構造体１０の総厚３０は、約５０μｍ～約３００μｍとすることができる。
図１および図２においては、積層ガラス構造体１０の総厚３０を約３００μｍとすること
ができる。一例として、積層ガラス構造体１０は、厚み２４を約１００μｍとすることが
できる第１フレキシブルガラス層１８、厚み２６を約１００μｍとすることができる焼結
ガラスフリット材層２０および厚み２８を約１００μｍとすることができる第２フレキシ
ブルガラス層２２を含む。フレキシブルガラスシート１２は、個々に分離したシート形態
で提供することができ、それ以外では、スプールに巻かれた連続形態で提供することもで
きる。２枚の５０μｍ厚のフレキシブルガラスシート１２およびこれらのガラスシートの
間に挟持された１００μｍ厚のフリットテープ（ｆｒｉｔ　ｔａｐｅ）（後述する）の層
を有する積層ガラス構造体１０の特定の実施形態においては、両方のガラスシートの厚み
方向の圧縮応力の計算値は１００ＭＰａを超える。この場合、フレキシブルガラスシート
のＣＴＥは３ｐｐｍ／℃であり、フリット材のＣＴＥは１０．４ｐｐｍ／℃であり、集合
体（ａｓｓｅｍｂｌｙ）温度は約４５０℃を超える。
【００４３】
　図３において、非対称積層ガラス構造体４０は、フレキシブルガラスシート１２から構
成される第１フレキシブルガラス層４２、非ガラス基板材料６６から構成される基板層４
６ならびに第１フレキシブルガラス層４２および基板層４６の間に挟持されたガラスフリ
ット材１４から構成される焼結ガラスフリット材層４４を含む。一例として、この積層ガ
ラス構造体４０の総厚６２は約３００μｍとすることができる。基板層４６の厚み６０は
約１００μｍとすることができる。他の実施形態においては、基板層４６の厚み６０は３
００μｍ以下（約２００μｍ、約７５μｍ、約５０μｍ、約２５μｍ、約１０μｍ等）と
することができる。基板材料６６は、金属、金属合金（ステンレス鋼、銅、ニッケル、黄
銅、青銅、チタン、タングステン、鋳鉄、アルミニウム等）、セラミック、複合体もしく
は他の剛性材料またはこれらの材料の組合せ等の非ガラス基板とすることができ、あるい
は、第１フレキシブルガラス層４２とは化学組成が異なるかもしくは厚みが異なるガラス
等の別のガラスとすることもできる。第１フレキシブルガラス層４２を金属基板材料６６
に焼結する場合は、金属のＣＴＥが高いため、積層ガラス構造体４０の形成時に発生する
圧縮応力を増大させることができる。例えば、銅のＣＴＥは１６ｐｐｍ／℃であり、ヤン
グ率は１１５ＧＰａであり、ステンレス鋼のＣＴＥは１５ｐｐｍ／℃であり、ヤング率は
２００ＧＰａである。この積層ガラス構造体４０の特定の実施形態においては、非対称積
層ガラス構造体４０は、厚みが２００μｍであるステンレス鋼基板材料６６に焼結された
厚みが５０μｍであるフレキシブルガラス層から形成することができ、これらは厚みが２
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５μｍのフリットテープであるガラスフリット材１４から構成される焼結ガラスフリット
材層４４で分離されている。フレキシブルガラス層内の圧縮応力の計算値は１８０ＭＰａ
を超える。この場合、フレキシブルガラスシートのＣＴＥは３ｐｐｍ／℃であり、フリッ
ト材のＣＴＥは１０．４ｐｐｍ／℃であり、集合体温度は約４５０℃を超える。
【００４４】
　積層ガラス構造体１０および４０ならびに本明細書に記載する他の積層ガラス構造体は
、様々な方法に従い形成することができる。例えば、積層ガラス構造体１０を形成する一
方法は、フレキシブルガラスシート１２を含む第１および第２フレキシブルガラス層１８
、２２を集合し、フレキシブルガラスシート１２の間にガラスフリット材１４を挟持する
ことを含む。次いで、積層ガラス構造体１０全体を単回の熱サイクルで加熱し、ガラスフ
リット材１４をフレキシブルガラスシート１２に焼結させ、それによって強化された積層
ガラス構造体１０を形成し、フレキシブルガラスシート１２全体に亘る圧縮応力を発生さ
せる。熱サイクルは、ガラスフリット材１４が一体化してフレキシブルガラスシート１２
に付着するような焼結温度で行うことができる。積層ガラス構造体４０等の非対称積層ガ
ラス構造体の場合、ガラスフリット材１４を、単回の熱サイクルで加熱する前に基板材料
６６またはフレキシブルガラスシート１２のいずれかの表面に配置することができる。
【００４５】
　積層ガラス構造体１０および４０を形成する他の方法は、２回の熱サイクルを含むもの
である。積層ガラス構造体１０の場合、図１の下側フレキシブルガラス層３４を形成する
フレキシブルガラスシート１２の表面にガラスフリット材１４を配置する。次いでこの構
造体を、１回の熱サイクルで、ガラスフリット材１４の具体的な焼結温度よりも低い温度
で加熱する。こうすることにより、ガラスフリット材の一部として含有されている可能性
があるバインダーまたは他の任意の物質を放散または焼失させることができる。１回の熱
サイクルを経た構造体の最上部に、上側フレキシブルガラス層３２を形成する第２フレキ
シブルガラスシート１２を配置し、集合体全体を、ガラスフリット材１４を一体化させる
４００℃等の焼結温度で第２熱サイクルに付すことにより、ガラスフリット材１４および
フレキシブルガラスシート１２の間に結合が生成し、フレキシブルガラスシート１２全体
に亘る圧縮応力が発生する。非対称積層ガラス構造体４０の場合は、ガラスフリット材１
４を基板材料６６またはフレキシブルガラスシート１２のいずれかの表面上に配置した後
に１回目の熱サイクルに付し、残りの層を焼結前の構造体の最上部に配置して、積層ガラ
ス構造体４０に使用される材料に応じた焼結温度で第２の熱サイクルに付すことができる
。
【００４６】
　再び図２を参照すると、積層ガラス構造体１０の第１および第２フレキシブルガラス層
１８、２２のフレキシブルガラスシート１２内の残留圧縮応力は、フレキシブルガラス層
１８、２２の厚み方向に実質的に均一とすることができる。残留圧縮応力は、ガラスフリ
ット材１４をフレキシブルガラス層１８、２２に高い焼結温度で焼結させた後、約２０℃
毎分以下等（約１０℃毎分以下、約５℃毎分以下等）の冷却速度で室温まで冷却する際に
発生する。この高い焼結温度は室温よりも高く、フレキシブルガラスシート１２に固有の
変形温度よりも低く、これらに限定されるものではないが、約４００℃以上（約５００℃
以上、約６００℃以上等）が挙げられる。図３の非対称積層ガラス構造体４０においては
、基板材料６６の熱量または変形温度も考慮することができる。さらに、３層を積層した
ガラス構造体を図１、図２および図３に例示するが、層の数は３層より多くても少なくて
もよく、例えば、最終用途および処理要件に応じて選択される。さらに、本明細書に記載
する積層ガラス構造体は、湾曲させることもできるし、あるいは平坦でない外形を有する
ように他の形状を付与することもできる。他の様々な積層体の例を本明細書において記載
する。
【００４７】
　図１、図２および図３を参照すると、焼結ガラスフリット材層２０および４４がガラス
フリット材１４により形成されている。ガラスフリット材１４は、熱サイクルまたは焼結
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時に加熱することにより一体化する材料である。ガラスフリット材１４の材料組成はガラ
スフリット材１４のＣＴＥに影響を与える可能性があり、それによってフレキシブルガラ
スシート１２内に発生する圧縮応力に影響を与える。ガラスフリット材１４の材料組成は
、意図された用途の強度要件に応じて変化させることもできる。例えば、ガラスフリット
材１４は、ガラスフリット材１４のＣＴＥ値がフレキシブルガラスシート１２のＣＴＥ値
よりも高くなるように選択することができる。例えば、ガラスフリット材１４のＣＴＥ値
は、フレキシブルガラスシート１２のＣＴＥ値の約２倍超または約５倍超とすることがで
きる。幾つかの実施形態においては、ＣＴＥのミスマッチは少なくとも約３ｐｐｍ／℃以
上、例えば、約６ｐｐｍ／℃とすることができる。
【００４８】
　積層ガラス構造体１０の焼結ガラスフリット材層２０は、第１および第２フレキシブル
ガラス層１８、２２のそれぞれの広い表面３６、３８の間の界面を結合させるために使用
することができる。積層ガラス構造体４０の焼結ガラスフリット材層４４は、第１フレキ
シブルガラス層４２および基板層４６のそれぞれの広い表面５２、５４の間の界面を結合
させるために使用することができる。積層ガラス構造体１０、４０のどちらにおいても、
焼結ガラスフリット材層２０、４４は薄肉であってもよく、厚みが約２００μｍ以下、例
えば、約１００μｍ以下（約５０μｍ以下、約２５μｍ以下等）とすることができる。１
つまたは複数のフレキシブルガラスシート１２およびガラスフリット材１４の間のＣＴＥ
のミスマッチが大きいため、ガラスフリット材１４を、１つまたは複数のフレキシブルガ
ラスシート１２に対し少なくともある程度熱膨張させることができる。
【００４９】
　積層ガラス構造体１０、４０のどちらにおいても、ガラスフリット材１４は、１つまた
は複数のフレキシブルガラスシート１２の表面全体を覆うように適用することもできるし
、あるいは１つまたは複数のフレキシブルガラスシート１２の表面全体の面積よりも小さ
い面積を覆うように適用することもでき、例えば、縞状パターン、ジグザグパターン、ラ
ンダムなパターン等で配置することができる。こうすることにより、大面積の積層ガラス
構造体を２つ以上の別々の積層ガラス構造体に分離することを可能にし得る切断経路また
はその他の切断領域を積層ガラス構造体１０、４０上に付与しやすくなるであろう。ガラ
スフリット材１４はまた、スロットダイコーティングやスクリーン印刷等のコーティング
プロセスを用いて基板を被覆することもできる。
【００５０】
　上述したように、ガラスフリット材１４は、フレキシブルガラスおよび基板材料等の異
種材料を結合するために使用することができる。ガラスフリットは、フリットテープであ
ってもよいし、あるいはガラスフリット材および有機バインダーを含むフリット溶液から
構成されるフリットぺーストであってもよい。加熱中に有機バインダーの一部または全部
を放散することができ、フリットをフレキシブルガラスシート１２および／または基板材
料６６に結合させることができる。ガラスフリット材１４としてフリットを使用した場合
、フリットは、フレキシブルガラスシート１２の表面に単に局所的に適用するのではなく
、表面全体に展延することができる。こうすることにより、積層ガラス構造体の剥離また
は亀裂の原因となり得る局在化した過度の応力がフリット材に生じる可能性を低減するこ
とができる。
【００５１】
　ガラスフリット材１４がフリットテープである場合、フリットテープはフレキシブルガ
ラスまたは基板の表面に適用される未焼結または一部焼結されたテープとすることができ
る。フレキシブルガラスシート１２がスプールに巻かれた連続形態で提供される例におい
ては、フリットテープを用いることにより、積層ガラス構造体を連続的に形成することが
可能になるであろう。さらに、フレキシブルガラスシート１２がスプールに巻かれた連続
形態で提供され、焼結材料としてフリットが使用される場合、フリットを、例えばスロッ
トダイに、またはテープ成形法（ｔａｐｅ　ｃａｓｔｉｎｇ　ｐｒｏｃｅｓｓ）を用いて
計量供給することができる。フリットを計量供給することにより、コーティングを開始お
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よび停止して、焼結ガラスフリット材層を有しない切断経路または切断領域を形成するこ
とが可能になる。
【００５２】
　積層ガラス構造体１０、４０のガラスフリット材１４として使用することができるフリ
ットテープは、例えば、Ｖｉｔｔａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（本部：コネチカット州ベ
ゼル（Ｂｅｔｈｅｌ））から市販されている。フリットテープは、ＣＴＥ値が３ｐｐｍ／
℃以上～１０ｐｐｍ／℃以下の範囲にあり、厚みが２５μｍ以上～１２５μｍ以下の範囲
にある材料が入手可能である。フリットテープの具体例は、作業温度が４１０℃、ＣＴＥ
値が７．５ｐｐｍ／℃；作業温度が４６０℃、ＣＴＥ値が１０．４ｐｐｍ／℃；作業温度
が４５０℃、ＣＴＥ値が８．９ｐｐｍ／℃を有することができる。
【００５３】
　ガラスフリット材１４は、焼結プロセスに異なるエネルギー源を使用することを可能に
する異なる吸収能を有することができる。ガラスフリット材１４に加えて、焼結ガラスフ
リット材層は、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）照明および太陽光発電（ＰＶ）等の用途
を拡張する散乱要素またはＯＬＥＤおよびＰＶ装置の寿命を延ばすことができる紫外光吸
収性等のさらなる要素を含むことができる。焼結材料中に含まれる散乱要素は、ＯＬＥＤ
およびＰＶ用途に用いるための取出効率（ｏｕｔ－ｃｏｕｐｌｉｎｇ）または入射効率（
ｉｎ－ｃｏｕｐｌｉｎｇ）を向上することができる。焼結ガラスフリット材層はまた、焼
結時に異なるエネルギー源を使用することを可能にする異なる波長の光を吸収する要素か
ら形成することも、あるいはこれらの要素を含むこともできる。
【００５４】
　積層ガラス構造体１０、４０の外面上のフレキシブルガラスの層を焼結温度で加熱し、
放冷した後に、フレキシブルガラスシート１２の厚み方向に圧縮応力が発生する。対称積
層ガラス構造体１０においては、フレキシブルガラス層全体にほぼ均一な圧縮応力を生じ
させることができ、非対称積層ガラス構造体４０においては、圧縮応力は、フレキシブル
ガラス層全体に亘って均一とならない場合もある。
傾斜組成を有する焼結材料を含む積層ガラス構造
　図４～７を参照すると、上述の積層ガラス構造体の焼結ガラスフリット材層は、フリッ
トテープから、または印刷プロセスを用いて形成することができる。これらの例において
は、焼結ガラスフリット材層は、焼結ガラスフリット材層が縦方向または横方向に傾斜組
成を有するように構成することができる。焼結材料は、焼結ガラスフリット材層の厚み方
向すなわち縦方向に、および／またはフレキシブルガラスもしくは基板の表面方向すなわ
ち横方向のいずれかに傾斜させることができる。傾斜組成を有することにより、結果とし
て生じる圧縮応力および引張応力を積層ガラス構造体内の特定の位置に容易に配すること
ができる可能性がある。積層ガラス構造体の応力プロファイルは、焼結ガラスフリット材
層の組成を傾斜させることにより調整することができる。例えば、焼結ガラスフリット材
層の厚み方向に組成を傾斜させることにより、確立される圧縮応力プロファイルをより制
御しやすくなり、一方、基板またはフレキシブルガラスの表面方向に組成を傾斜させるこ
とにより、積層ガラス構造体の切断プロセスまたはそれ以外の形の分離を容易に行うこと
ができる。
【００５５】
　図４において、積層ガラス構造体７０は、フレキシブルガラスシート１２から構成され
る第１フレキシブルガラス層７２および第２フレキシブルガラス層７６の間に挟持された
焼結ガラスフリット材層７４を含む。焼結ガラスフリット材層７４は縦方向に傾斜した多
成分組成を有するフリットテープ８２から構成されている。フリットテープ８２は、フリ
ットテープ８２を形成するフリット材の１種の成分の濃度が積層ガラス構造体７０の中心
付近でより高くなり、フリット材の他の成分の濃度が表面付近でより高くなるように傾斜
している。この傾斜組成は、積層ガラス構造体７０の第１および第２フレキシブルガラス
層７２、７６内に発生する圧縮応力の応力プロファイルに影響を与えることができる。例
えば、圧縮応力を、フリットテープ８２と、第１および第２フレキシブルガラス層７２、
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７６の間との各界面７８および８０で高くなるようにすることができ、積層ガラス構造体
７０の外面９４、９６で低くなるようにすることができる。フリットテープ８２の厚み８
８を調整することによって縦方向に傾斜した様々な組成を有するフリットテープ８２を形
成することもでき、一方、積層ガラス構造体７０の総厚９２は依然として約３００μｍ以
下とすることができる。
【００５６】
　図５を参照すると、他の実施形態として、異なる形で縦方向に傾斜した組成を有するフ
リット層１０４を有する積層ガラス構造体１００が図示されている。傾斜組成を有するフ
リット層１０４は、厚み１２４を有する傾斜組成を有するフリットテープ１１２から形成
されており、フリット材の１種の成分の濃度は、積層ガラス構造体１００の下面１２０に
近い側で高くなっており、フリット材の他の成分の濃度は上面に近い側で高くなっている
。例えば、積層ガラス構造体１００の下面１２０側に位置するフレキシブルガラス層１０
６は、１種の成分の濃度がより高いフリットに近いので、積層ガラス構造体１００の上面
１１８側に位置するフレキシブルガラス層１０２よりも厚み方向の圧縮応力を高くするこ
とができる。さらに、積層ガラス構造体１００において、フリット材の１種の成分の濃度
を一方のフレキシブルガラスシートに近い側で高くなるようにして、フリットテープ１１
２および下側フレキシブルガラスシート１１６の間に形成される結合を強化することがで
きる。例えば、積層ガラス構造体１００において、フリットテープ１１２のフリット材お
よび下側フレキシブルガラスシート１１６の間の界面１１０に形成される結合を、フリッ
トテープ１１２のフリット材および上側フレキシブルガラスシート１２の間の界面１０８
に形成される結合よりも強くすることができる。フレキシブルガラス層１０２、１０６は
どちらもフレキシブルガラスシートから構成することができるが、フレキシブルガラス層
１０２、１０６は同一でなくてもよい。例えば、フレキシブルガラスシート１２の厚み２
４を約１００μｍとすることができ、下側フレキシブルガラスシート１１６の厚み１２６
を、約１００μｍを超えるかまたは約１００μｍ未満とすることができ、あるいは下側フ
レキシブルガラスシート１１６はフレキシブルガラスシート１２と同一でなくてもよい。
しかしながら、積層ガラス構造体１００の総厚１２８は、依然として約３００μｍ以下と
することができる。
【００５７】
　ここで図６を参照すると、他の実施形態として、横方向に傾斜した組成を有するフリッ
ト層１３４を有する、総厚１５８を有する積層ガラス構造体１３０が示されている。積層
ガラス構造体１３０は非対称であっても対称であってもよい。この実施形態において、積
層ガラス構造体１３０は、フレキシブルガラスシート１２から構成されるフレキシブルガ
ラス層１３２、フリットテープ１４４から構成されるフリット層１３４および基板材料１
４８から構成される基板層１３６から形成されている。基板材料１４８は、上述した任意
の基板のいずれかであってもよく、フリットテープ１４４およびフレキシブルガラスシー
ト１２の両方のＣＴＥよりも高いＣＴＥを有することができ、それによって、対称積層ガ
ラス構造体で可能な圧縮応力よりも高い圧縮応力が生じる。基板材料１４８の厚み１５６
は約１００μｍ以上かつ約５ｍｍ以下とすることができる。フリットテープ１４４の組成
は積層ガラス構造体１３０の幅１５０およびフリットテープ１４４の厚み１５４に沿って
傾斜しており、フリット材の１種の材料の濃度は、積層ガラス構造体１３０の第１端１４
５側の方が、積層ガラス構造体１３０の反対側の第２端１４７側よりも高くなるように配
されている。フリット材のこの１種の成分はまた、基板材料１４８およびフリットテープ
１４４の界面１４０側でより高濃度になるように配されている。フリット材は、フレキシ
ブルガラスシート１２およびフリットテープ１４４の間の界面１３８付近でより低濃度に
なるように配されている。この様式でフリット材を傾斜させる組成により、積層ガラス構
造体１３０の第１端１４５に近い側のフレキシブルガラスシート１２の界面１３８に沿っ
た圧縮応力を、積層ガラス構造体１３０の第２端１４７に近い側のフレキシブルガラスシ
ート１２方向に形成される圧縮応力よりも高くすることができる。
【００５８】
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　図７においては、積層ガラス構造体１６０は、４層以上の層を含むことができ、対称で
あっても非対称であってもよい。積層ガラス構造体１６０は、第１フレキシブルガラスシ
ート１２から形成された第１フレキシブルガラス層１６２および第２フレキシブルガラス
シート１２から形成された第２フレキシブルガラス層１７０を含む。第１および第２フレ
キシブルガラス層１６２、１７０の間に３層の焼結ガラスフリット材層が挟持されている
。第１焼結ガラスフリット材層１６４は、第２焼結ガラスフリット材層１６８と同一であ
ってもよい。第１および第２焼結ガラスフリット材層１６４、１６８は、フリットテープ
等のガラスフリット材１７２から形成することができる。積層ガラス構造体１６０はまた
、同じくガラスフリット材またはフリットテープ１７４から構成される中央焼結ガラスフ
リット材層１６６も含むことができる。焼結ガラスフリット材層１６４、１６６、１６８
のいずれも傾斜組成を有することができ、他の焼結ガラスフリット材層１６４、１６６、
１６８のいずれかと同一であっても異なっていてもよい。この実施形態において、中央焼
結ガラスフリット材層１６６を形成するフリットテープ１７４は傾斜組成を有することが
でき、あるいは第１および第２焼結ガラスフリット材層１６４、１６８よりもフリット材
の含有量を高くすることもできる。こうすることにより、第１および第２フレキシブルガ
ラス層１６２、１７０内に発生する圧縮応力が、積層ガラス構造体１６０内の特定の面に
沿って集中するか、または特定の領域に局在化するように、積層ガラス構造体１６０の応
力プロファイルに影響を与えることができる。積層ガラス構造体１６０の他の実施形態は
、より多数のまたはより少数の焼結ガラスフリット材層１６４、１６６、１６８、例えば
、２層の焼結ガラスフリット材層、４層の焼結ガラスフリット材層、５層の焼結ガラスフ
リット材層またはそれを超える焼結ガラスフリット材層を有することができる。さらに、
焼結ガラスフリット材層の一部または全部が傾斜組成を有することができ、あるいは積層
ガラス構造体１６０内に任意の可能な順序で配置することができる。
【００５９】
　本明細書に記載したどの積層ガラス構造の実施形態においても、積層ガラス構造体をイ
オン交換プロセスに付すことによりフレキシブルガラスシート内にさらなる圧縮応力を発
生させることができる。イオン交換プロセスは、フレキシブルガラスシート内の圧縮応力
をフレキシブルガラスシートの外面に集中させる化学強化プロセスである。例えば、図７
の積層ガラス構造体１６０をイオン交換プロセスに付すことにより、第１フレキシブルガ
ラス層１６２の第１フレキシブルガラスシート１２内の圧縮応力を上面１７６に集中させ
ることができる。同様に、イオン交換プロセスはまた、第２フレキシブルガラス層１７０
の第２フレキシブルガラスシート１２内の圧縮応力を下面１７８に集中させることもでき
る。イオン交換は、積層ガラス構造体を形成する場合は、積層ガラス構造を形成する前に
、または既に形成された積層ガラス構造体に対し実施することができる。例えば、フレキ
シブルガラスシートは、積層ガラス構造体を形成する前にイオン交換に付すことにより、
フレキシブルガラス内に圧縮応力を誘発することができ、あるいは、形成が完了した積層
ガラス構造体をイオン交換プロセスに付すことにより、積層ガラス構造体の外層内に圧縮
応力を発生させることができる。
【００６０】
　さらに、本明細書に記載する積層ガラス構造体は、基板の切断経路付近の局所的な領域
に熱を適用することにより切断または分離することができる。熱をかけることにより局所
的に圧縮応力を低減することができるので、ＣＯ２レーザー等の様々な切断方法を用いる
ことが可能になる。切断後、積層ガラス構造体を室温に戻して圧縮応力を復活させること
ができ、それによって積層ガラス構造体が強化される。焼結材料は変形温度および／また
は熱容量が高分子材料よりも高いので、本明細書に記載する強化積層ガラス構造体は、高
分子接着剤を有するガラス構造体よりも高い温度に曝すことができる。
【００６１】
　総合的考察
　各非ガラス基板は、それ自体が、異なるヤング率、異なるポアソン比および／または層
厚さを有する異なる種類の金属から作製される積層構造体または複合構造体であってもよ
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い。この場合、当業者は、本発明において記載するガラス－金属積層体を有利に構成する
ために用いることができる、層全体の実効値（実効厚み、実効ヤング率、実効ポアソン比
等）を見出すために、この複合層を平均化（ｈｏｍｏｇｅｎｉｚｅ）することができるで
あろう。例えば複合体は、上述の材料および／または金属（ステンレス鋼、ニッケル、銅
、貴金属、金属酸化物等）の任意の組合せから形成することができる。
【００６２】
　本明細書に記載する積層ガラス構造体は、電子デバイスの保護要素として使用するため
の、場合により透明な、付形可能な、および／または可撓性構造を有することができ、こ
の積層ガラス構造体は、厚みが５～３００マイクロメートルであるフレキシブルガラスシ
ートの層と、０．１ｍｍ～５ｍｍの範囲の厚みを有する非ガラス（金属等）基板層とを含
む複合構造体である。これに関連して、積層ガラス構造体が成形性を有することにより、
屈曲させ、および／または捻ることによって完全に平坦な形状から変形させることが可能
になり、それによって他の何らかの物体の形状または形態に適合させることができる。
【００６３】
　フレキシブルガラスシートおよび非ガラス基板を、回分式プロセスに従い、シート形態
で提供することができる。別法として、フレキシブルガラスシートをシート形態で提供し
、非ガラス基板を連続ロールから提供することができる。さらなる可能性として、フレキ
シブルガラスシートおよび非ガラス基板はいずれも連続ロールから得られる。
【００６４】
　焼結ガラスフリット材層を有する上述の積層ガラス構造体はフレキシブルガラスの強度
を向上させ、性能、耐衝撃性、寿命、機械的耐久性等の性能を改善することもできる。幾
つかの実施形態においては、フレキシブルガラスは、水分バリアとして作用することもで
き、望ましくないＵＶ光を遮蔽することもできる。本明細書に記載する積層ガラス構造体
は強化されているため、積層ガラス構造体の後加工を、非強化ガラス構造体に用いること
ができる温度よりも高い温度で行うことができる。積層ガラス構造体に熱を局所的に適用
し、それによって積層ガラス構造体のフレキシブルガラスの圧縮応力を緩和することによ
り、正確かつ高精度な切断プロセスを行うこともできる。積層ガラス構造体を室温に冷却
すると圧縮応力が復活するであろう。
【００６５】
　対称積層ガラス構造体の場合、ほぼ一定の均一な圧縮応力を上述の積層ガラス構造体の
ガラスの厚み方向全体に付与することができる。非対称積層ガラス構造体の場合は、積層
ガラス構造体のフレキシブルガラスの層によって、基板材料を、引掻き、破損または他の
損傷から保護することができる。積層ガラス構造体の外面のフレキシブルガラスは、基板
材料の表面よりも容易に汚れを落とすことができる。例えば、フレキシブルガラスにステ
ンレス鋼を積層した積層ガラス構造体から作製された冷蔵庫の扉に耐指紋付着性を付与す
ることができ、あるいは、フレキシブルガラスにアルミニウムを積層した積層ガラス構造
体から作製された携帯型電子機器の電池カバーに耐引掻性および防汚性を付与することが
できる。さらに、基板材料を破損から保護し、万が一破損した場合はフレキシブルガラス
が飛散しないように保持することができる。非対称積層ガラス構造は、タッチパネル用カ
バー（ｔｏｕｃｈ　ａｎｄ　ｃｏｖｅｒ）ガラスを提供することができ、これは化学強化
ガラスの代替品として使用することができる。上述したような湾曲ディスプレーガラスに
関連して非対称積層ガラス構造を提供することができる。
【００６６】
　非対称積層ガラス構造体の非ガラス基板にさらなる機能を組み込むことができる。例え
ば、基板材料は、金属偏光シートまたはコントラスト強調フィルタ貼り合わせ体を含むこ
とができ、あるいは反射防止性、カラーフィルタ性能または色変換性を有することができ
る。別法として、またはこれに加えて、望ましくない周囲光を遮蔽し、および／または散
乱粒子を有するように非ガラス基板を設計することができ、それによって導波性が低減さ
れ、機器の輝度が向上する。さらに、別法として、またはこれに加えて、ガラスは抗菌性
を有することができる。このような追加機能をフレキシブルガラスに組み込むことができ
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【００６７】
　高分子材料は引掻き傷が付きやすく、日光曝露等の環境因子により劣化し、かつ水分／
酸素バリア性に劣る。一方、ガラスは耐引掻性が高く、耐久性が高く、かつ水分／酸素バ
リア性が高いことが知られている。しかしながら、ガラスは、例えば、金属と比較して、
密度が高く、かつ脆い材料であり、ガラスの強度は欠陥および傷に左右される。上述の積
層ガラス構造体およびその作製方法は、これらの２種類の材料の利点を生かしてこれらを
組み合わせ、バリア性が改善された、軽量で、未保護のフレキシブルガラス積層体よりも
機械的信頼性が高い積層構造体として一体化させるものである。
結論
　任意の実施形態を含む本開示の上述の実施形態は単なる実施可能な例であり、単に本開
示の様々な原理を明確に理解するための説明であることを強調すべきである。上述の本開
示の実施形態は、本開示の趣旨および様々な原理から実質的に逸脱することなく多くの変
形および修正を行うことが可能である。このような修正形態および変形形態は全て本開示
の趣旨および本発明の開示に包含され、次に記載する特許請求の範囲によって保護される
ことを意図している。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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